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事  業  報  告 

（第 36 期 事 業 年 度） 

 

 自 2025 年 4 月 1 日 

 至 2026 年 3 月 31 日 

 

 

1. 会社の現況 
 

（1） 事業の経過及びその成果  
本事業年度における我が国の株式市場は、期初から米国の関税を含めた通商政策を巡る

先行き不透明感が意識され、株価は乱高下しました。その後、各国間協議の進展や合意形成

に対する期待が高まる局面では懸念が後退し、株価は概ね堅調に推移し、夏場には日米間

の協議進展を受けて株価は一段高となりました。１０月に高市氏が自民党総裁に選出される

と、財政出動を含む政策への期待等も相まって株価は上昇しましたが、年度末にかけては地

政学リスクの高まり等により不透明感が再び高まり、株価は調整局面となっています。 

代表的な株価指数である東証株価指数（TOPIX）は前期末比で 32％上昇し、為替相場は

対米ドルで約 7％の円安ドル高となりました。 

 

このようなマーケット環境を背景に、当社の運用資産残高の状況は次のとおりです。投資信

託残高は、22 ファンドを新規設定し、公募投信において 2％増加しました。私募投信は、金融

法人向け残高が減少した一方で、ファンド・オブ・ファンズ向け残高が増加し、私募投信合計

では 1％減少しました。投資一任契約資産残高は、公的年金からの資金流入により国内顧客

が 16％増加し、海外顧客も 30％増加しました。 

 

営業収益は前期比で 10％増加し、そのうち委託者報酬は 10％、運用受託報酬は 19％、

それぞれ増加しました。 

営業費用については、支払手数料が 12％増加し、海外関係会社への運用委託に伴う委託

調査費も 11％増加しました。一般管理費は人件費の増加により 4％増加しています。 

これらの結果、当期純利益は前期比で 1％増加し、4,285 百万円となりました。 

 

（注）本事業報告の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てております。 
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（2） 経営方針、経営環境及び対処すべき課題 

 当社は、資産運用業のプロフェッショナルとして、運用能力の高度化、運用手法の多様化を

通じ、お客様の様々な資産運用ニーズにお応えするべく鋭意努力を重ねております。運用会

社としてお客様との共通価値を創造していくにあたり、高度の専門性と職業倫理を保持し、お

客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を最優先に置いた業務運営に

努めております。 

 JP モルガン・チェース・アンド・カンパニー（以下、「JP モルガン・チェース」）の日本における

事業会社の一員である当社は、JP モルガン・チェースが定めている以下のビジネス原則に則

り業務運営しています。 

 

• 優れたクライアント・サービス 

• 卓越した業務運営 

• 誠実、公正、責任ある行動 

• 結果を出すチームと企業文化 

 

（3）財産及び損益の状況 

当社第 33 期～第 36 期の業績は、次の通りです。 

 （単位 : 百万円） 

区分 2023 年 3 月期

第 33 期 

2024 年 3 月期

第 34 期 

2025 年 3 月期

第 35 期 

2026 年 3 月期

第 36 期 

委託者報酬       10,324 10,499 11,322 12,495 

運用受託報酬      6,821 9,557 10,527 12,493 

投資助言報酬 721 813 2,431 1,311 

業務受託報酬     2,566 2,744 3,080 3,789 

その他営業収益      240 277 322 358 

営業収益合計 20,674 23,892 27,685 30,448 

経常利益        2,649 4,679 6,334 6,508 

当期純利益  1,671 3,143 4,235 4,285 

一株当たり当期純利益  29,711 円  55,867 円 75,285 円 76,175 円 

純資産   18,598   16,742   18,278   23,442 

総資産               22,759 23,802 24,530 30,547 

（注）1 株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき、算出しております。 
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［投資信託資産状況］ 

当期の投資信託資産状況は下記の通りです。22 ファンドを新規設定し、7 ファンドを償還いたしました。 

（注）上記には投資一任契約に基づいて投資される私募投資信託の残高を含んでおりません。 

 

 

［投資一任契約資産状況］ 

当期の投資一任契約資産状況は下記の通りです。 

       （単位 : 百万円） 

  

  

  前期末 期中増減（△） 当期末 

契約件数 残高 契約件数 残高 契約件数 残高 

 

 

公的年金 24 1,583,113 4 358,302 28 1,941,415 

 私的年金 99 572,865 1 82,367 100 655,232 

 その他 15 682,953 1 19,878 16 702,831 

   国内 計 138 2,838,931 6 460,547 144 3,299,478 

   海外 計 40 2,115,902 △2 632,291 38 2,748,193 

投資一任    合計 178 4,954,833 4 1,092,838 182 6,047,671 

（注）上記には投資一任契約に基づいて投資される私募投資信託の残高を含んでおります。 

なお、顧客資産の額を前提とした投資助言件数は 6 件です。   

 

（4）主要な事業内容 

当社は、金融商品取引業者として、主として投資運用業、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業

及び第二種金融商品取引業を行っております。 

  

（5）主要な営業所 

本  店         東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号東京ビルディング 

 

（6）使用人の状況 

使用人数 前期末比増減 

192 4 

（注）この人数には、グループ会社との兼職者のうち、オペレーション部門、テクノロジー部門、法務・

コンプライアンス部門、財務部門等の各部門で当社業務を専任とする者を含んでおります。 

 

                                                                      （単位 : 百万円） 

公募／私募 

 区分    

前期末 

純資産 

設定額 解約額 

償還額 
マーケット 

要因等増減（△） 
期中 

増減（△） 

当期末 

純資産 

 

公募投資信託 
808,300 145,312 218,994 88,385 14,703 823,003 

私募投資信託 

（金融法人向け） 
4,675,428 376,566 638,852 57,873 △204,412 4,471,016 

私募投資信託 

（その他） 
132,814 181,706 22,889 15,028 173,844 306,659 

合計 5,616,543 703,585 880,736 161,287 △15,863 5,600,679 
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（7）重要な親会社の状況         

① 親会社の状況                                                                                  

 親会社名 議決権比率 

JP モルガン・アセット・マネジメント（アジア）インク 100%（直接保有） 

JP モルガン・チェース・ホールディングス・エルエルシー 100%（間接保有） 

JP モルガン・チェース・アンド・カンパニー※ 100%（間接保有） 

  ※当社の最終的な親会社 

 

当社と親会社との取引であって、当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第

112 条第 1 項に規定する注記を要したものは以下の通りであります。 

 

親会社名 議決権比率 関連当事者との関係 

 

 
 

JP モルガン・チェース・ホールディングス・

エルエルシー 
100% 

（間接保有） 
人件費の立替  

 

② 親会社との取引に関する事項 

イ. 当該取引が当社の利益を害さないように留意した事項 

当該取引は親会社等による株式報酬費用の配賦であり、内容の妥当性及び

金額の合理性を確認しています。 
ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び

その理由 

当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、監査役からも当社経営に

関する適切な意見を得ながら、取締役会において多面的な議論を経たうえで

当該取引を実施しております。 

 

（8）重要な子会社の状況 

 

（9）その他会社の現況に関する重要な事項 

該当ありません。 

 

  

子会社名 所 在 国 設立年月日 
当社の議

決権比率 
主な業務内容 

JPMAM ジャパン・ケイマン・

ファンド・リミテッド 

英国領 

ケイマン諸島 

2011 年 

10 月 7 日 
100％ 

外国投資信託の管理

会社としての業務 



    - 5 - 

2.  会計監査人の状況 
 

会計監査人の名称 

  PwC Japan 有限責任監査法人 

 

 

3.  業務の適正を確保するための体制 
 

会社法及び会社法施行規則に基づき、当社が業務の適正を確保するための体制（以下

「内部統制」という）の整備等について、取締役会で決議した事項は以下の通りであります。 

 

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 当社の役員（取締役及び監査役）は、役員及び従業員がとるべき行動の基準・規範を

示した「コード・オブ・コンダクト（行為規範）」に従い、企業倫理の遵守及び浸透を率先

垂範して行う。 

② 取締役会は、経営委員会を設置し、業務執行（ただし、リスク管理に関する事項を除

く）を委任するとともに、リスク管理に関する事項に係る業務執行をビジネス・コントロー

ル・コミッティに委任し、各機関に日常業務を執行させることにより、日常業務における

法令・定款遵守を確実にするよう体制を構築する。取締役会は各機関から日常業務に

関する報告を受け、内部管理体制の状態について把握し、改善するものとする。 

③ 代表取締役は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かか

る決定、取締役会決議、社内規則に従い職務を執行する。 

④ 取締役会は、定期的に開催し、各取締役の職務執行を監視する場とする。 

⑤ 取締役会は、内部管理部門管理責任者を任命するとともに、必要に応じて内部管理

部門を設置し、内部管理体制を整備するものとする。特に法令遵守及び周知徹底の

管理に関しては、コンプライアンス部を配置するとともに、適時コンプライアンス部長よ

り報告を受け、横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握をし、改善す

るものとする。  

⑥ 監査役は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合したものであるかを検証し、監

督機能の実効性を向上させるものとする。 

⑦ 当社は、ビジネス・コントロール・コミッティにおいてコンプライアンス・プログラムを制

定・承認し、その内容を取締役会に報告することで、全社的なコンプライアンス体制を

整備する。また、コンプライアンス・プログラムは適時その実施状況について、経営委

員会またはビジネス・コントロール・コミッティに報告されるものとする。 

 

（2）従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
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① 当社は、従業員がとるべき行動の基準、規範を示した JP モルガン・チェース・グループ

の「コード・オブ・コンダクト（行為規範）」及びコンプライアンスマニュアルに基づき、適

正な業務執行の徹底と監督を行う。 

② 代表取締役は当社従業員に対するコンプライアンス教育・啓発をあらゆる機会を捉え

て行う。 

③ 当社の役員及び従業員は、当社における重大なエラーその他のコンプライアンスに関

する重要な事実を発見した場合、各部門長に報告するものとする。各部門長はビジネ

ス・コントロール部へ、そのエラーの内容を報告し、ビジネス・コントロール部は、コンプ

ライアンス部とともに、当該報告された事実についての調査を指揮・監督し、代表取締

役と協議のうえ必要と認める場合、適切な対策を決定する。  

④ コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、法令若しくは社内規程違反の疑い

がある場合に従業員が直接、コンプライアンス部に通報できる制度を確立し、通報者に

対する不利益取扱いの防止を行う。 

⑤ 業務執行部門から独立した監査部は、定期的に内部監査を実施し、その結果を被監

査部門にフィードバックするとともに代表取締役、監査役及び各部長に適宜報告する。 

 

（3）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）を適

切に保存しかつ管理する。    

イ. 株主総会議事録と関連資料  

ロ. 取締役会議事録と関連資料 

ハ. 経営委員会議事録と関連資料 

ニ. ビジネス・コントロール・コミッティ議事録と関連資料 

② 代表取締役は、代表取締役が行う取締役会議事録及び株主総会議事録の作成、保

管業務を補佐する者を任命する。また、代表取締役および代表取締役が任命する者

は各コミッティーの議事録の保存及び管理について各業務部門に対して指導を行うも

のとする。 

③ 取締役会議事録及び株主総会議事録の保管は会社法及び社内規則「文書規程」に

従い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 

 

（4）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 取締役会からリスク管理に関する事項に係る権限を委任されたビジネス・コントロール・

コミッティでは、リスク管理上の重要な事項を決議もしくは審議を行う。 ビジネス・コント
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ロール・コミッティはビジネス・コントロール部長を議長とし、代表取締役及びリスク管理

業務に関連する取締役並びに各内部管理部門長等を構成員とする。 

② 上記①の決議もしくは審議内容は、取締役会に報告される。  

③ ビジネス・コントロール部、事業継続管理部及び AM テクノロジー･コントロール室を配

置し、各部のポリシー及びプロシージャーに基づき、リスクマネジメント体制の整備、問

題点の把握及び危機発生時の対応を行う。  

④ コントロール・アンド・オペレーショナルリスク・エバリュエーション（CORE）プログラムを通じ

て、各業務部門の潜在的なリスクの把握に努め、未然の防止に役立てる体制を整え

る。 

 

（5）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 取締役（非常勤取締役及び海外所在の取締役は除く）は、各取締役の職務に応じて

経営委員会並びにビジネス・コントロール・コミッティに積極的に参加する。 

② 内部管理部門の各部門長が持回りで、経営委員会に対し業務内容を報告することに

より業務執行の監督の効率化を図る。 

③ 業務部門の各部門長が持回りで、経営委員会に対し業務内容を報告することにより業

務執行の監督の効率化を図る。 

 

（6）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制 

① JP モルガン・チェース・グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法そ

の他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。   

② 海外子会社の業務の適正を確保するため、当社の取締役会の決議のもと「海外子会

社の管理規程」を定め、これに基づき、当該子会社における法令遵守の徹底や財務

の健全性の維持等、子会社の経営管理を行う。また、当該子会社の業務状況及び財

務状況は、定期的に当社取締役会に報告される。 

③ 監査部は、JP モルガン・チェース・グループにおける内部監査を実施又は統括し、JP

モルガン・チェース・グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保

する。内部監査の年次計画、実施状況及びその結果は、その重要度に応じ当社取締

役会及び親会社である JP モルガン・チェース・アンド・カンパニー取締役会並びに主

要な関連会社に報告される。 

④ 日本における JP モルガン・チェース・グループ各社は必要に応じて、内部管理部門の

兼職を行い、各社における内部管理体制の均質化及び業務レベルの向上を図ってい

る。 
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⑤ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力及び団体に対しては、警察等とも

連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。 

 

（7）監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関

する事項 

① 監査役が、その職務を補助するため従業員を置くことを要請した場合には、取締役会

において当該従業員に関する事項を検討する。 

 

（8）前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項 

① 監査役が、その職務を補助する従業員を置くことを要請した場合には、取締役会にお

いて当該従業員の独立性の確保について検討する。 

 

（9）監査役の第 7 項の従業員に対する指示の実行性の確保に関する事項 

① 監査役が、その職務を補助する従業員を置くことを要請した場合には、当該従業員へ

の指揮命令権の帰属を含め、監査役の職務を補助する従業員に対する指示の実行

性の確保について、取締役会において検討する。 

 

（10）監査役への報告に関する体制等  

① 監査役は監査役の職務の執行に必要な事項に関し、随時、取締役及び従業員に対

して、報告を求めることができる。また、当社は、当該報告をした者に対し、当該報告を

したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。 

② 当社は、経営委員会及びビジネス・コントロール・コミッティに監査役をオブザーバーと

して招聘し、監査役が、当社の業務執行状況や重要情報を把握できる体制を置くもの

とする。 

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等 

① 代表取締役は、監査役の求めに応じて監査上の重要課題等について意見交換を行

う。 

② 監査役は、会計監査人と適時会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要

に応じて会計監査人に報告を求める。 

③ 監査役は、監査役の職務の遂行にあたり、必要に応じて、会計監査人をはじめとす

る、外部の専門家に相談をすることができる。監査役は、当該費用及びその他監査役

の職務の執行について生じる合理的な費用を会社に請求することができる。 
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４. 業務の適正を確保するための体制（内部統制）の運用状況の概要 
 

上記 3．に係る体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 

当社の取締役会は 3 ヶ月に 1 回以上開催することとなっており、当該事業年度において

は、2025 年 4 月、7 月、10 月並びに 2026 年 1 月及び 3 月に開催し、業務の執行状況の報

告を受けるとともに重要事項の審議及び決議を行いました。また、緊急案件については、2025

年 4 月、5 月、6 月、8 月及び 9 月に、会社法第 370 条及び当社定款第 18 条第 5 項に基づ

きみなし決議、または会社法第 372 条第 1 項の規定に基づき通知を行いました。 

当社の監査役は、取締役会、経営委員会及びビジネス・コントロール・コミッティその他各種

の委員会に出席し、取締役及び使用人の業務の遂行について報告を受け、情報交換を行

い、監査の実効性の向上に努めました。 

当社の経営委員会は毎月開催されており、本委員会において当社各部門からの業務につ

いて報告を受け、当社業務執行の監督を行いました。当社のビジネス・コントロール・コミッティ

は、2 ヶ月に一回開催され、リスク管理上の重要な事項の決議、審議を行いました。 
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附  属  明  細  書 
 

 

事業報告の内容を補足する重要な事項はありません。 

 

 


